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保
育
所
臨
時
職
員

　

登
録
者
募
集

　

町
で
は
、
保
育
所
臨
時
職
員
登

録
者
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま

す
。

募
集
職
種　

臨
時
保
育
士

募
集
人
員　

若
干
名

賃
金　

（
常
勤
）　  

８
︐
２
０
０
円
／
日

（
非
常
勤
）
７
︐
２
０
０
円
／
日

応
募
資
格

保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
方

勤
務
場
所　

町
内
各
保
育
所

登
録
期
間

登
録
の
日
か
ら
～

　
　
　
　

令
和
２
年
３
月
末
日

　

令
和
２
年
度
採
用

　

新
地
町
職
員
募
集

　　

町
で
は
、
令
和
２
年
度
採
用
の

職
員
候
補
者
試
験
を
次
の
と
お
り

行
い
ま
す
。

採
用
職
種
︵
予
定
人
員
︶

行
政
（
若
干
名
）

土
木
・
建
築
（
若
干
名
）

保
育
士
（
若
干
名
）

保
健
師
（
若
干
名
）

受
験
資
格

︻
行
政
︼

平
成
元
年
４
月
２
日
～
平
成
10
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

で
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
を

卒
業
も
し
く
は
卒
業
見
込
み
の
方

︻
土
木
・
建
築
︼

昭
和
59
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
方
で
、
学
校
教
育
法
に
よ
る

大
学
、
短
期
大
学
、
高
等
専
門
学

校
で
︻
土
木
︼
ま
た
は
︻
建
築
︼

の
専
門
課
程
を
履
修
し
、
卒
業
も

し
く
は
卒
業
見
込
み
の
方

︻
保
育
士
︼

平
成
元
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
方
で
、
保
育
士
の
資
格
を
有

す
る
方
ま
た
は
令
和
２
年
３
月
31

日
ま
で
に
資
格
取
得
見
込
み
の
方

︻
保
健
師
︼

昭
和
54
年
４
月
２
日
～
平
成
10
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

で
、
保
健
師
の
資
格
を
有
す
る
方

ま
た
は
令
和
２
年
３
月
31
日
ま
で

に
資
格
取
得
見
込
み
の
方

試
験
方
法
︵
職
種
共
通
︶

第
１
次
試
験

教
養
試
験
・
専
門
試
験

日
時　

７
月
28
日
㈰　

９
時
～

場
所　

福
島
大
学

福
島
市
金
谷
川
１
番
地

第
２
次
試
験

小
論
文
試
験
・
面
接
試
験
・
実
技

試
験
（
保
育
士
の
み
）

日
時　

９
月
上
旬

場
所　

新
地
町
役
場

申
込
手
続
き

役
場
総
務
課
で
交
付
す
る
申
込
用

紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
郵
便
で
申
込
用
紙
を
請
求
す
る

場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
試
験

申
込
用
紙
請
求
」
と
朱
書
き
し
、

１
２
０
円
切
手
を
貼
っ
た
宛
名
明

記
の
定
形
返
信
用
封
筒（
角
形
２
号
）

を
必
ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間

５
月
23
日
㈭
～
６
月
21
日
㈮
（
執

務
時
間
中
）
※
郵
送
の
場
合
は
、

６
月
19
日
㈬
消
印
有
効

◎
問
い
合
わ
せ

総
務
課　

☎
６
２
―
２
１
１
１

雇
用
期
間

６
か
月
以
内
（
た
だ
し
、
こ
の
期

間
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
）

登
録
・
選
考
方
法

書
類
審
査
・
面
接
に
よ
り
登
録
し
、

雇
用
の
際
に
勤
務
日
・
場
所
等
を

相
談
し
ま
す
。

申
込
手
続
き

役
場
町
民
課
で
交
付
す
る
申
込
用

紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
郵
便
で
申
込
用
紙
を
請
求
す
る

場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
保
育
所

臨
時
職
員
登
録
申
込
用
紙
請
求
」

と
朱
書
き
し
、
１
２
０
円
切
手
を

貼
っ
た
宛
名
明
記
の
定
形
返
信
用

封
筒
（
角
形
２
号
）
を
必
ず
同
封

し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
限　

６
月
３
日
㈪

◎
問
い
合
わ
せ

町
民
課　

☎
６
２
―
２
１
１
６
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内
部
被
ば
く
検
査
を

　

実
施
し
ま
す
︒　

　

町
民
の
安
全
安
心
の
確
保
を
図

る
た
め
、
希
望
さ
れ
る
方
を
対
象

に
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
ー
車

に
よ
る
内
部
被
ば
く
検
査
を
実
施

し
ま
す
。

日
時

６
月
13
日
㈭
、
14
日
㈮
、
15
日
㈯

受
付
時
間

午
前
の
部　

９
時
30
分
～
11
時
30
分

午
後
の
部　

１
時
～
４
時

内
容

放
射
性
物
質
（
セ
シ
ウ
ム

１
３
４
、
１
３
７
）
が
体
内
に
ど

の
く
ら
い
含
ま
れ
て
い
る
か
を
検

査
し
ま
す
。

対
象
者

町
内
に
住
所
の
あ
る
方
で
希
望
さ

れ
る
方
（
１
歳
６
か
月
か
ら
検
査

で
き
ま
す
）

検
査
場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

申
込
期
限　

６
月
５
日
㈬

※
希
望
日
（
午
前
・
午
後
）
を
申

込
み
く
だ
さ
い
。　

※
当
日
で
も
受
診
可
能
で
す
。

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
６
２
―
２
０
９
６

　

メ
ー
タ
ー
交
換
に

　

ご
協
力
願
い
ま
す

　

水
道
メ
ー
タ
ー
は
、「
計
量
法
」

に
よ
り
使
用
有
効
期
間
が
８
年
と

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

水
道
企
業
団
で
は
、
利
用
者
の

皆
さ
ま
の
と
こ
ろ
に
設
置
し
て
い

る
水
道
メ
ー
タ
ー
を
有
効
期
間

（
８
年
間
）
の
満
了
ま
で
に
無
料

　

し
あ
わ
せ
金
婚
夫
婦

　

表
彰
申
込
受
付
中

　

福
島
県
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
と

福
島
民
報
社
で
は
、
今
年
め
で
た

く
金
婚
式
を
迎
え
る
ご
夫
婦
に
対

　

し
ん
ち
ま
ち
こ
ぐ
ま

　

サ
ロ
ン
の
ご
案
内

　

町
で
は
「
障
が
い
の
あ
る
人
も

な
い
人
も
地
域
の
中
で
安
心
し
て

暮
ら
し
、
と
も
に
参
加
す
る
笑
顔

あ
ふ
れ
る
ま
ち
」
を
目
標
に
、
障

が
い
や
発
達
、
心
の
ケ
ア
に
つ
い

て
相
談
し
た
い
方
及
び
そ
の
ご
家

族
・
支
援
者
の
た
め
の
「
し
ん
ち

ま
ち
こ
ぐ
ま
サ
ロ
ン
」
を
開
催
し

ま
す
。
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

日
時　

６
月
13
日
㈭
・
27
㈭

①
10
時
～
12
時

②
13
時
～
14
時
45
分

場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

参
加
費　

無
料

◎
問
い
合
わ
せ

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ポ
ラ
リ
ス

☎
０
２
２
３
―
３
６
―
７
４
１
３

健
康
福
祉
課

☎
６
２
―
２
９
３
１

総務省からのお知らせ

６月１日～10日は
「電波利用環境保護周知啓発強化期間」です。

　電波は航空機や船舶、警察、消防、救急用など、私たちの生活の
安心・安全の確保に使われています。
　不法電波は、こんな大切な通信を妨害して私たちの生活や、人命
の安全を脅かします。電波は、ルールを守って正しく使いましょ
う。

◎問い合わせ

総務省 東北総合通信局 相談窓口　

（電話：０２２－２２１－０６４１）

〒９８０―８７９５　

宮城県仙台市青葉区本町３－２－２３

http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/

し
、
９
月
に
行
う
新
地
町
敬
老
会

の
席
上
で
表
彰
を
行
い
、
記
念
品

を
贈
り
ま
す
。

　

該
当
す
る
ご
夫
婦
は
、
各
地
区

の
老
人
ク
ラ
ブ
ま
た
は
新
地
町
社

会
福
祉
協
議
会
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

※
老
人
ク
ラ
ブ
会
員
以
外
の
方
も

受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

昨
年
該
当
し
て
い
た
方
で
、
申
し

込
み
を
忘
れ
た
方
も
対
象
と
な
り

ま
す
。

対
象
と
な
る
夫
婦

昭
和
44
年
１
月
１
日
か
ら
同
年
12

月
31
日
ま
で
に
結
婚
し
た
夫
婦

受
付
期
限　

７
月
２
日
㈫

◎
問
い
合
わ
せ　

新
地
町
社
会
福
祉
協
議
会

☎
６
２
―
４
２
１
３

デンパ君

で
交
換
し
て
い
ま
す
。な
お
、メ
ー

タ
ー
交
換
に
は
水
道
企
業
団
が
委

託
し
た
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業

者
が
お
伺
い
し
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

交
換
期
間　

５
月
～
12
月

◎
問
い
合
わ
せ　

相
馬
地
方
広
域
水
道
企
業
団　

☎
３
５
―
６
７
０
２
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福島雇用促進支援事業のお知らせ
●職場体験実習  “大人のインターンシップ”  参加者大募集
　就職活動に一歩が踏み出せず不安、未経験の職種にチャレンジしてみたいけど自分に合うかわか
らない…。そんな方、必見！！県内４８０以上の登録事業所の中から興味のあるお仕事を体験でき
るチャンスです。求人票だけではわからない職場を自分で見て、聞いて、やってみる。そんな体験
型の就職活動はいかがですか。

　体 験 期 間　　１～３日（見学だけでもＯＫ）　　  
　体 験 時 間　　体験先の所定労働時間内（８時間以内）
　体 験 内 容　　体験先の事業所が営む業務の体験　　
　体 験 先　　職場体験実習登録事業所
　申 込 方 法　　インターネットまたは、新地町役場企画振興課・ハローワーク相馬・南相馬
　　　　　　　　　　　窓口（南相馬市役所商工労政課内）に設置してある申込書を南相馬窓口へ
　　　　　　　　　　　持参もしくはＦＡＸ、郵送にて提出してください。　　　　　　　　　　
　

●県内への就職相談
　就職活動についての悩みや不安を相談してみませんか？　ひとりで悩まず、ご相談ください。

　電　話　フリーダイヤル　０１２０－８１０－６５０
　　　　　受付時間：平日９時～１２時、１３時～１６時３０分
　窓　口　※予約制（フリーダイヤルにお問合せください）
　メール　ホームページ ( https://fkkoyou.net/ ）の専用フォームから２４時間受付中

◎お申し込み・問い合わせ　　
福島広域雇用促進支援協議会 南相馬窓口 （電話：２６－７６９０）（ＦＡＸ：２６－７６９５）　
〒９７５－８６８６　南相馬市原町区本町２－２７【南相馬市役所商工労政課内】

－人権擁護委員の日－
人権相談所開設

　６月１日は人権擁護委員法が施行された日です。
　法務省及び全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された毎年６月１日を「人権擁
護委員の日」と定め、地域の人権擁護委員が皆様の町で特設人権相談所を開設して人権相談に応じ
たり、全国的な啓発活動を実施しております。
　町では、今年も６月３日に特設人権相談所を開設します。相談は無料で秘密は厳守します。困り
ごとや悩みごとをお気軽にご相談ください。また、「人権擁護委員の日」に限らず、電話相談を実
施していますので、お気軽にご相談ください。

●人権相談所開設
　日　時　６月３日（月）10時～15時
　場　所　役場１階　１０１会議室
　相談員　人権擁護委員

●電話相談
　みんなの人権１１０番　　☎０５７０－００３－１１０
　子どもの人権１１０番　　☎０１２０－００７－１１０
　女性の人権ホットライン　☎０５７０－０７０－８１０

◎問い合わせ　町民課　（電話：６２－２１１５）

人 KEN まもる君
人権イメージキャラクター

人 KEN あゆみちゃん



休日在宅歯科当番医
  ２日㈰　原田歯科医院

（相馬市）　☎３５- ２５５７
  ９日㈰　くまがみ歯科医院

（原町区）　☎２５- ３４４３ 
16 日㈰　門馬歯科医院

（相馬市）　☎３６- ４１８２
 23 日㈰　小林歯科医院

（原町区）　☎２３- ２７２７
 30 日㈰　山下歯科医院

（相馬市）　☎３８- ６４９７
   診療時間　９時～ 16 時

無料法律相談所
　町では、弁護士および司法書士による無料法

律相談所を開設します。

開設日

①司法書士による相談　 ６月 11 日㈫

②弁護士による相談　　 ６月 18 日㈫

場所・時間　役場１０１相談室　14 時～ 16 時

相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士

　　　　福島県司法書士会所属司法書士　　　

相談内容　生活に関する悩みや、消費生活に関すること

◎問い合わせ
福島県弁護士会相馬支部（電話：３６―４７８９）

福島県司法書士会（電話：０２４―５３４―７５０２）

町民課（電話：６２―２１１６）

行政相談
６月 10 日㈪　10 時～ 15 時　保健センター

心配ごと相談
６月 10 日㈪・20 日㈭ 10 時～ 15 時　保健センター

交通事故相談
６月４日㈫　９時～ 17 時　役場１０１相談室

６月

休日在宅当番医
  ２日㈰　早川医院

（相馬市）　☎３７- ３５００
  ９日㈰　やまぐち小児科医院

（相馬市）　☎３７- ８８１５
 16 日㈰　桜ヶ丘さいとう整形外科

（相馬市）　☎３５- １３３３
 23 日㈰　わたなべ胃腸内科

（相馬市）　☎２６- ５０６１
 30 日㈰　すぎやまこどもクリニック

（相馬市）　☎２６- ５１１１
   診療時間　９時～ 16 時

　

わ
く
わ
く
ラ
ン
ド　

　

イ
ベ
ン
ト
情
報

～
６
月
環
境
月
間
～

か
ん
た
ん
！
ク
ッ
キ
ン
グ
教
室

日
時　

６
月
23
日
㈰

①
９
時
30
分
～
11
時

②
11
時
30
分
～
13
時

③
14
時
～
15
時
30
分

場
所　

ふ
れ
あ
い
キ
ッ
チ
ン

内
容　

６
月
の
環
境
月
間
に
ち
な
み
、
時

短
と
節
水
に
注
目
し
て
簡
単
な
料

理
を
作
り
ま
す
。
ま
た
、
新
地
発

電
所
の
環
境
対
策
に
つ
い
て
紹
介

し
ま
す
。

メ
ニ
ュ
ー

①
・
②

簡
単
ナ
ポ
リ
タ
ン
と
簡
単
プ
リ
ン

③
ス
イ
ー
ツ
２
点

※
メ
ニ
ュ
ー
は
場
合
に
よ
り
変
更

あ
り

定
員　

各
回
20
名

対
象　

３
歳
以
上
の
お
子
様
と
保

護
者
（
２
人
１
組
）

講
師　

わ
く
わ
く
ラ
ン
ド
ス
タ
ッ
フ

参
加
料　

１
組
５
０
０
円

持
参
物　

エ
プ
ロ
ン
、
髪
を
束
ね
る
も
の

（
三
角
巾
等
）

申
込
方
法

Ｆ
Ａ
Ｘ
も
し
く
は
館
内
イ
ン
フ
ォ

メ
ー
シ
ョ
ン

※
電
話
受
付
不
可

※
１
回
の
申
込
み
に
つ
き
１
組
ま

で記
入
事
項　

参
加
者
氏
名
・
年
齢
、
電
話
番

号
、
郵
便
番
号
、
住
所
、
希
望
時

間
帯
※
記
入
事
項
に
漏
れ
が
あ
っ

た
場
合
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

※
お
客
様
の
個
人
情
報
は
厳
正
か

つ
適
正
に
管
理
し
、
本
イ
ベ
ン
ト

以
外
の
目
的
に
使
用
し
ま
せ
ん
。

受
付
期
限　

６
月
９
日
㈰

※
定
員
を
上
回
っ
た
場
合
は
抽
選

と
し
、
締
切
か
ら
１
週
間
を
目
安

に
当
選
者
へ
案
内
状
を
送
付
し
ま

す
。　

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

相
馬
共
同
火
力
発
電
株
式
会
社
新

地
発
電
所
内 

わ
く
わ
く
ラ
ン
ド

☎
６
２
―
４
７
２
２

℻
６
２
―
５
９
８
８

開
館
時
間　
　
　

10
時
～
16
時

休
館
日　

毎
週
月
曜
日(

月
曜
日

が
祝
日
の
場
合
は
翌
平
日)

、
年

末
年
始

　

お
詫
び
と
訂
正

　

広
報
し
ん
ち
４
月
20
日
号
に

て
掲
載
し
ま
し
た
「
多
重
債

務
・
貸
金
業
に
関
す
る
相
談
窓

口
」
に
つ
い
て
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
が

誤
っ
て
お
り
ま
し
た
。
読
者
の

皆
様
お
よ
び
関
係
者
の
皆
様
に

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
を

深
く
お
詫
び
し
、
訂
正
い
た
し

ま
す
。

正
し
く
は
次
の
と
お
り
で
す
。

℻
０
２
４
―
５
３
５
―
０
３
１
１

◎
問
い
合
わ
せ

企
画
振
興
課　

☎
６
２
―
２
１
１
２


